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１【提出理由】

　当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主となるもの　　　　アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド

 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

主要株主となるもの

アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 9,866個 9.72％

異動後 11,077個 10.91％

（注）１　異動前における当該株主の「所有議決権の数」は、2026年１月23日付で提出されました大量保有報告書の変更

報告書における2026年１月16日現在の所有株式数に基づき算出しております。なお、当社として当該株主名義

の実質所有株式数の確認ができたものではありません。

２　異動後における当該株主の「所有議決権の数」は、2026年２月６日付で提出されました大量保有報告書の変更

報告書における2026年１月30日現在の所有株式数に基づき算出しております。なお、当社として当該株主名義

の実質所有株式数の確認ができたものではありません。

３　「総株主等の議決権に対する割合」は、2025年８月31日現在の発行済株式総数12,622,934株から議決権を有し

ない株式数を控除した総株主の議決権の数106,144個より、2025年10月15日に取得した自己株式500,000株（議

決権数5,000個）を控除し、2025年12月10日に処分した従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとし

ての自己株式39,720株（議決権数397個）を加算した101,541個に基づき算出しております。なお、2025年11月

28日に自己株式2,342,000株の消却を実施しております。

４　「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 

(3）当該異動の年月日

2026年１月30日

 

(4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　　15,002,510,742円

発行済株式総数　　普通株式　　10,280,934株

 

以　上
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